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平 成 22年 8月 5日
厚生労働省年金局 。日本年金機構

①平成21年度の現年度分鰈成21年 4月分～平成22年 3月分)の納付率  ②過年度分 (平成19年度分)の納付率

60。 0%(対前年度Lヒ△2.1ポイント)

納付対象月数 17, 308万 月 (対前年度比△1。 2%)

納イ寸月数   10, 381万 月 (対前年度比△4.5%)

(平成 19年度末と比較して+4.7ポ イント)

(平成20年度末と比較して+1。 9ポイント)

過年度分 (平成20年度分)の納付率

(平成20年度末と比較して+2.9ポイント)

(平成21年度末時点)

○ 納付率の高いいわゆる団塊の世代 (昭和22年から24年生まれ)のうち昭和24年 (1949年 )生まれの者が平成21
年 (2009年 )に 60歳に至」達し第 1号被保険者から抜けたこと。

〇 年金記録Fo5題への対応を最優先とするJ犬況下で、職員等による納付督励等の取組みが年間を通じて十分に実施できなかった
こと。

○ 市場化テストによる納付督励について、日本年金機構 _(社会保険庁)と受言モ事業者との協力・連携が不十分であったこと、
日本年金機構 (社会保険庁)における事業の進捗管理が不十分であったこと等により、その効果が十分に発揮されなかったこ



(平成22年 3月末現在)

①第1号被保険者
1,985万人 ∈3)

④保険料納付者
(1,129万人)∝ 4)

③全額免除者等
535万人

<市場化テスト受託事業者>
○ 免除等の周知 0勧奨

<市場化テスト受託事業者>
○ 免除等の周矢口。勧奨

○ 納付督励 (催告状・電話・戸別訪間)の実施

⑦納付書納付者等
(588万人)∝4)

<市場化テスト受託事業者>
○ □座振替制度の利用推進

⑤□座振替納付者
527万人

く市場化テスト受託事業者>
○ □座振替不能者へのフォローアップ

⑥クレジットカード納付者 14万人

6●/AN"年
1金需11醜良■き尭|(1年金|■F85J10議‐1大学|=おける相談会の1開1催 |‐||パーンフレ

'卜

等術 蓉萌 1直し

'注1:未納者とは、24か月 (平成20年 4月～平成22年 3月)の保険料が未納となっている者。
注2:従来は公的年金加入状況等調査の結果を踏まえた数値を掲記していたが、平成19年度に調査を実施しなかつたため、平成16年度までの結果に基づき線形按分した平成19年度の数値を仮置きしている。
注3:第 1号被保険者には、任意加入被保険者 (34肩人)が含まれている。
注41保険料納1寸者の人数は、①から②及び③を単純に差し31いて算出したもの。納付書納付者等の人数は、④から⑤及び⑥を単純に差し引いて算出したもの。
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(1)公的年金制度全体の1犬況

ヽ

≪公的年金加入者の状況 (平成21年度末)≫

未加入者  9万人

/AN的年金加入者

6,878万 人

第 1号被保険者  ∝3)

1,985万 人

第2号被保険者

3,872万 人

(注3)

第3号被保険者

1,021万 人免除者335万人

学特・猶予者

200万人
保険料納付者

厚生年金保険  ∝3)

3,425万人

共済組合
(注4)

447万人

未納者 321万人

|[1:}:30死テ′人
注1)未納者とは、24か 月(平成20年 4月 ～22年 3月 )の保険料が未納となっている者。
2)従来は公的年金力1入状況等調査の結果を踏まえた数値を掲記していたが、平成19年度に調査を実施しなかった

ため、平成16年度までの結果に基づき線形按分した平成19年度の数値を仮置きしている。
3)平成22年 3月 末現在。第1号被保険者には、任意加入被保険者(34万人)が含まれている。
4)平成21年 3月 末現在。

6,887万 人



(2)国民年金保険料の納付状況

:  :納
付対象月数

― 納付月数
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※ 上記最終納付率は、19年度分の保険料として納付すべき月数 (法定免除月数・申請全額免除月
数 。学生納付特例月数・若年者納付猶予月数は含まない。)に対し、時効前 (納期から2年以内)

までに納付した月数の害」含。

納付率の推移

※時効前(納期から2年以内)までに納付した者の割合は約7割。

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

(年度 )

①平成21年度の現年度納付率は.60。 0%
(対前年度比△2。 1ポイント)

l②平成19年度の最終納付率は.最終納付率 は s 68。 6%
(平成20年度末と比較して+1。 9ポイント)

(平成21年度末時点 )

納付月数

16年1度 |

'7年

1庫| 18年度 19年度
'0年

度 2二年度

16年度分
保険料 I os.oz 66.3% 68.20/O l

l

1鯖 671■% 70,7%
||■1

18年度分
保険料

66.30/0 1 69,0% 1 70。 8%
1   _

1鯖 63191%| 「1秘1
20年度分
保険料 匝 65.0%

:鯖 |

61 62 63 ラモ 2



(1)納付率低下の要因

〇 年齢階級別の納付率は、年齢階級が上がるにつれて上昇していく傾向にあることがわかる (下記の表参照)。 いわゆる団塊

の世代 (昭不□22年から24年生まれ)のうち0召禾□24年 (1949年)生まれの者が平成21年 (2009年 )に 60歳に

至」達し第 1号被保険者から抜けたことに伴い、平成20年度に比べ平成21年度の第 1号被保険者の年齢構成が若い方向にシ

フトしたことにより、平成21年度の現年度納付率に与えた影響は概ね△〇.3ポインド程度と推計される。

○ 市場イヒテスト受託事業者の最低水準未達成により、平成21年度の現年度納付率に与えた影響は概ね△ 1。 0ポイント程度

と推計される。

(2)納付率低下の背景と考えられる構造的な課題

○ 国民年金被保険者実態調査の結果から、納付率低下の主な背景として、次のような構造的な課題が考えられる。

第 1号被保険者の就業状況

第 1号被保険者の属する世帯及び第 1号被保険者本人の所得水準

年金制度及び行政組織に対する不信感・不安感

①

②

③

(単位 :%)

2‐2_4t 赫 い 瑞 驚 蹴 輸 嘲 螂 嚇

平成17年度 578 555 579 652 704 736 805

平成18年度 562 542 57:6 60.1 636 692 725 793

平成19年度 532 58.9 61.1 667 701

I平
成20年度

"■
49.4 53.9 578 64.6

平成21年度 49.0 471 517 565 577 623 666 733



平成22年度の収納対策の主な内容  ~

|‐1対す|1本|||→静|||||す|IⅢⅢ
すての行動計画の策定、○進捗状況にかかる催

D既契約分にかかる改善措置、○受託事業者との連携体制の整備           |

D確立、○集合研修の実施、○国税庁への委仁

彗|||11■
'|が

ら1移1艶|^|
続き (いわゆる「職権適用」)の確実な実施、

整振替不育:者へのラォローアップの強
1ヒ               |       |

6ける相談会の開催、○バンフレット等の内そ

4
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(1)公的年金制度全体の状況

≪公的年金加入者の状況 (平成21年度末)≫

未納者 321万人
330万 人

未加入者  9万人

6,887万人

注1)未納者とは、24か 月(平成2o年 4月 ～22年 3月 )の保険料が未納となっている者。
2)従来は公的年金加入状況等調査の結果を踏まえた数値を掲記していたが、平成19年度に調査を実施しなかった

ため、平成16年度までの結果に基づき線形按分した平成19年度の数値を仮置きしている。
3)平成22年 3月 末現在。第1号被保険者には、任意加入被保険者(34万人)が含まれている。
4)平成21年 3月 末現在。

１

卜

Ｊ

ｌ

　

２

注
　
注

公的年金加入者

6,878万 人

第 1号被保険者  ∈0)

1,985万 人

第2号被保険者

3,872万 人

(注3)

第3号被保険者

1,021万 人免除者335万人
学特・猶予者

200万人
保険料納付者

厚生年金保険  ∝3)

3,425万 人

共済組合
(注4)

447万人



(参考)| 公1的1年全+11度‐における未加入1者1未1納1者1数|の1推移
(49熊11澤者|1対する予帳送岬|よる層1申力ヽな|ヽ場1合●:資整|,得 |の手続き(|ヽわ0な職権適用IJlが完全1実施された平1歳0年1度以降の推移,

平成9  10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21

注)未納者とは、過去24か 月の保険料が未納となつている者である。
注)平成17年度の未納者数は、不適正な免除手続の影響を排除した数値である。
注)平成10、 13及び16年度の未加入者数は、公的年金加入状況等調査による。他の年度の未加入者数は、これらの年度から単純に線形按分したものである。

なお、平成20、 21年度の未加入者数は、平成19年度公的年金加入状況等調査を実施しなかつたため、平成¬9年度の数値を仮置きしている。

圏未加入者数 (万人)
□未納者数 (万人)

回 回 回 回 回

回 回



(2)国民年金保険料の納付状況
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― 納付率 (%)

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2021

(年度 )

※ 現年度納付率 (%)= × 100
納付対象月数

:半堡】言:讐多重醤し1登言[言書具曇:Fヒ菖磐[景含言量[曽曇電曇[『驚ん電覇「
 |

※ 上記最終納付率は、19年度分の保険料として納付すべき月数 (法定免除月数・申請全額免除月
数・学生納付特例月数 。若年者納付猶予月数は含まない。)に対し、時効前 (納期から2年以内)

までに納付した月数の害」合。

納付率の推移

※時効前(納期から2年以内)までに納付した者の割合は約7割。

①平成21年度の現年度納付率はs60。 0%
(対前年度比△2.1ポイント)

②平成19年度の最終納付率は.  68。 6%
(平成20年度末と比較して+1.9ポイント)

(平成21年度末時点)

納付月数

蜀 1黎襴
1舗F 6316%‐ 66:3%

F口 甲 |■ ‐
~‐ |=

三,1翌11

儡 1嘲
13年度分
1保険料| Lr14: 6910% 171141

靡
20年度分
1保険料|

62:1% 65,0%

顆 明

61 62 63 ラモ



一① 納付率の1犬況

○ 平成21年度の現年度分 (平成21年 4月分～平成22年 3月分)の納付率は、60。 0%(対前年度比△2◆ 1ポイント)。

納付月数 納付対象月数 納付率

平成 20年度

(対前年度比)

10,873万 月
(△ 6.3%)

17, 522万 月
(△ 3.5%)

62。 1%
(△ 1.9ポイント)

平成21年度

(対前年度比)

10, 381万 月
(△ 4.5%)

17, 308万 月
(△ 1.2%)

60.0%
(△ 2.1ポイント)

○
　
○

一
ω 過年度分 (平成 19年度分)の納付率は、

過年度分 (平成20年度分)の納付率は、

平成19年度末から4。 7ポイント、平成20年度末から1.9ポイントの伸び。

平成20年度末から2.9ポイントの伸び。

平成 19年度末 平成20年度末 平成21年度末

平成 19年度分
(対前年度末伸び)

63. 9% 66。 7%
(+2.8ポイント)

68. 6%
(+1。 9ポイント)

平成20年度分
(対前年度末伸び)

62.1% 65。 0%
(+2.9ポイント)



一
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○ 平成22年 1月の日本年金機構設立に伴い、策定された日本年金機構の中期計画では、
。最終納付率については、中期目標期PB5中、各年度の現年度納付率から4～ 5ポイント程度の伸び幅を確保することを目指す
。現年度納付率については、当面納付率の低下傾向に歯止めをかけ、これを回復させることを目標とする。具体的には、中期

目標期間中のできるだけ早い時期に、平成21年度の納付実績を上回り、その後、更なる改善を目指す

としている。

○ また、平成21年度の年度計画では、
・現年度納付率については、平成21年 12月末時点の納付率から平成22年 3月末までのFB5に おいて、1ポイント程度以上

の納付率の伸びを確保することを目指す

とした。

○ 平成21年度の現年度納付率は60。 〇%(対前年度比△2.1ポイント)となったところであり、低下傾向は続いてしヽる

ものの、平成22年 1月末現在 (平成21年 4月分～平成21年 12月分)の現年度納付率58。 9%からは 1。 1ポイント

の伸びとなり、平成21年度の年度計画における目標の伸びは確保したところである。

平成21年 平成22年

5月末

現在
(4月分)

6月末
現在
(4月分)

|

(5月分)

7月末
現在
(4月分)

|

(6月分)

8月 末
現在 :

(4月分)

|

(7月 分)

9月末
現在
(4月分)

|

(8月分)

10月末
現在
(4月分)

|

(9月 分)

11月末

現在
(4月 分)

|

(10月分)

12月末

現在
(4月 分)

|

(11月分)

2月 末

現在
(4月 分 )

|

(1月分)

3月 末
現在
(4月分)

| 

・

(2月分)

52.7% 55.6% 56.9% 56.6% 56.9% 57.5% 58.〇% 58.8% 躙 59.〇% 59.4%

○ 平成19年度の最終納付率は68。 6%(平成19年度末と比較して4。 7ポイントの伸び)となったところであり、中期
計画における目標の伸びは確保したところである。



輌

(1)納付率低下の要因

01棄■‐喜薇保1険者|め1年齢1構成|ぬ羹4L

○ 平成21年度末現在の第 1号被保険者の年齢構成を平成20年度末現在と比較すると、55～59歳の全体に占める害」合が

1.2ポイント低下し、平均年齢はO.1歳 若<なつた。

年齢階級別の納付率は、年齢階級が上がるにつれて上昇していく傾向にあることがわかる (8ページ参照)。 いわゆる団塊

の世代 (昭不□22年から24年生まれ)のうち昭不□24年 (1949年 )生まれの者が平成21年 (2009年 )に 60歳に

至」達し第 1号被保険者から抜けたことに伴い、平成20年度に比べ平成21年度の第 1号被保険者の年齢構成が若い方向にシ

フトしたことにより、平成21年度の現年度納付率に与えた影響は概ね△ 0。 3ポイント程度と推計される。

<年齢階級別第 1号被保険者数・害」合> <各年度末現在、単位 :(上段)万人、 (下段)%>
第 1号

被保険者
20～ 24

歳

25～ 29
歳

30～ 34
歳

35～ 39
歳

40～ 44
歳

45～ 49
歳

50～54
歳

55～59
歳

60歳以上 躙
灘

纂

坪 成20年度

2,001

100.0

399

19. 9

211

10. 5

208

10。 4

221

11. 0

195

9。 8

178

8。 9

207

10.4

352

17. 6

30

1. 5

平成21年度

1,985

100.0

392

19. 7

212

10。 7

203

10。 2

228

11.5

204

10. 3

183

9。 2

207

10。 4

327

16. 4

30

1. 5

※注 1:第 1号被保険者には任意加入被保険者を含む。

※注2:被保険者数は抽出統計調査 (抽出率 1/100)に よる数l●Lである。
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○ 市場化テスト受託事業者に対して平成21年度に要求した現年度保険料における最低水準 (当該区域を管轄する年金事務所

(社会保険事務所)の前年度の実績と同程度の水準)の達成状況を見ると、平成19年 10月から継続実施している95事務

所では98.3%で あるが、平成20年 10月から継続実施している90事務所及び平成21年 10月開始の127事務所で

は、それぞれ、65.5%及 び68。 2%と低調である。この結果、平成21年度の現年度保険料における受託事業者全体の

最低水準の達成率は、76.O%に とどまつている。

○ 市場化テスト受託事業者の最低水準未達成により、平成21年度の現年度納付率に与えた影響は概ね△ 1。 0ポイント程度

と推計される。

<納付実績が伸びなかつた要因>

〇 年金事務所と受託事業者との連携体制が不十分であり、相互に協力して納付率の向上を目指す取組が十分に実施できなかつ

たこと。また、日本年金機構 (社会保険庁)においては、事業実績の分析を行い、受託事業者に対してより効果的な取組につ

いて指導 0助言を行うなど、事業の進捗管理が十分に行えなかつたこと。

○ 受託事業者においては、経費削減のため、電話による納付督励が中lb的手段となり戸別訪間が十分実施されなかつたこと。



(2)納付率低下の背景と考えられる構造的な課題

○ 平成17年度から平成21年度までの年齢階級別納付率は下記の表のとおりとなつており、年齢階級が上がるにつれて上昇
してい<傾向にあることには変わりはないが、各年度とも前年度と比較した場合、どの年齢階級においても概ね納付率は低下
している。

○ 国民年金被保険者実態調査の結果から、納付率低下の主な背景として、次のような構造的な課題が考えられる。
① 第1号被保険者の就業状況

② 第1号被保険者の属する世帯及び第1号被保険者本人の所得水準

③ 年金制度及び行政組織に対する不信感・不安感

N
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― 平成 17年度

く卜 平成 18年度

― 平成 19年度

→← 平成20年度

― 平成21年度

(単位 :%)

軸 歩 琉 幹 端 い 鎌 螂 4-8 螂 螂

平成17年度 579 652 70.4 736 805

平成18年度 562 542 57.6 636 692 725

平成19年度 532 515 558 589 667 769

平成20年度 494 539 593 646 683

平成21年度 490 471 565 577 623 666 733
50.0

45.0
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○ 平成20年国民年金被保険者実態調査結果 (平成22年 3月公表)によると、臨時・パートの害」合が26.1%と なつてお

り、平成11年調査と比較して10ポイント近<増加している。

○ 次に、就業状況別の保険料納付状況をみると、臨時・パートは完納者の害」合が最も低くなつている。

○ また、就業状況別の第 1号被保険者本人の所得水準をみると、臨時 0パートは自営業主、家族従業者、常用雇用と比較して

低<なつているも

○ このように、納付率が低<なっている背景には、不安定な雇用状況におかれた保険料負担能力の低い非正規労働者の害」合の

増加という要因もあると考えられる。

<第 1号被保険者の就業1犬況>

自営業主 家族従業者 常用雇用 臨時・パート 無職 不詳

平成 11年調査 22.6% 11.3% 9.8% 16.6% 34.9% 4.8%

平成 14年調査 17.8% 10。 1% 10.6% 21.〇% 34.7% 5。 7%

平成 17年調査 17.7% 10.5% 12.1% 24.9% 31.2% 3.6%

平成20年調査 15。 9% 10.3% 13.3% 26. 1% 30.6% 3.8%
※注 1:平成17年以前については、調査年の4月又は5月 に資格喪失した者が含まれていないが、平成20年では含まれるため、推移をみる場合には注意が必要である。
※注2:四捨五入の関係で総計が100%に ならない場合がある。



<就業状況別 保険料納付状況 (平成20年調査)>
完納者 一部納付者 申請金額免除者 学生納付特例者 若年者納付猶予者 1号期間滞納者

自営業主 57. 6% 12.3% 7,7% ○。9% 〇.6% 21.〇 %

家族従業者 64.6% 10,2% 6.5% ○,7% 1.〇 % 17.〇%

常用雇用 40。 2% 12,9% 5.7% 11,5% 1.7% 28.〇 %

臨時・パー ト 34. 5% 11.2% 13。 8% 12.5% 2.7% 25。  3%

無職 39。 1% 8。 〇% 14.5% 11.9% 2.7% 23.7%

<就業状況別 第 1号被保険者の属する世帯及び第 1号被保険者本人の所得水準 (平成20年調査)>
①第1号被保険者の属する世帯の総所得金額 (平均) ②第1号被保険者本人の総所得金額 (平均)

総数 469万 円 121万 円

自営業者 556万 円 286万 円

家族従業者 539万 円 113万 円

常用雇用 491万 円 152万 円

臨時・パー ト 416万 円 63万 円

無珊 424万 円 45万円

rめ

※注1:①は世帯の総所得金額が不詳な者を除<。 ②は本人の総所得が不詳な者を除く。
※注2:平成 19年の所得である。
※注3:上記の平均額は、郵送調査と所得等調査の結果を合わせて集計 (両方の調査票がそろっている者のみを集計)したものであり、所得等調査のみによって集計した平均値 (11ページ参照)

と総数が異なる場合がある。
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○ 平成20年国民年金被保険者実態調査結果 (平成22年 3月 /AN表)によると、第1号被保険者の属する世帯の総所得金額の

平均は469万円となつている。また、保険料納付状況別に第1号被保険者の属する世帯の総所得金額の分布をみると、納付

者の平均は555万円となつているのに対し、 1号期間滞納者の平均は342万円となっている。

○ 次に、第 1号被保険者本人の総所得金額の平均は133万円となつてしヽる。また、保険料納付1犬況別に第 1号被保険者本人

の総所得金額の分布をみると、納付者の平均は178万円となっているのに対し、1号期間滞納者の平均は113万円となつ

ている。

○ また、 1号期間滞納者の国民年金保険料を納付しない理由としては「保険料が高く、経済的に支払うのが困難」が64.2
%と最も高<なっている。

○ このように、納付率が低<なつている背景には、こうした第1号被保険者の属する世帯及び第1号被保険者本人の低い所得

水準という要因もあると考えられる。

<就業状況別 第 1号被保険者の属する世帯及び第 1号被保険者本人の所得水準 (平成20年調査)>
①第1号被保険者の属する世帯の総所得金額 (平均) ②第1号被保険者本人の総所得金額 (平均)

総数 納付者 1号期間滞納者 総数 納付者 1号期間滞納者

平成 11年調査 548万 円 629万 円 463万 円 142万 円 169万 円 1 10万円

平成 14年調査 484万 円 554万 円 416万 円 136万 円 166万 円 120万 円

平成 17年調査 434万 円 505万 円 323万 円 126万 円 158万 円 105万 円

平成20年調査 469万 円 555万 円 342万 円 133万 円 178万 円 113万 円

※注1:①は世帯の総所得金額が不詳な者を除く。②は本人の総所得が不詳な者を除く。
※注2:調査年の前年の所得である。 (例 …平成20年調査→平成19年の所得)

※注3:平成11年調査及び平成14年調査の「 1号期間滞納者」の欄については、当該調査における「未納者」の数値を記載している。

11



<参考 :国民年金保険料額の推移>
平成11年度

|

平成 16年度
平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

国民年金保険料

(月 額)
1 3,300円 1 3,580円 1 3,960円 14,100円 14,410円 14,660円 15, 100円

引上げ額
(対前年度比)

280円 380円 140円 310円 250円 440円

N
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○ 平成20年国民年金被保険者実態調査結果 (平成22年 3月公表)によると、1号期FB5滞納者の国民年金保険料を納付しな

しヽ理由 (主要回答)と しては、「年金制度の1晋来が不安・信用できない」が14.3%、 「社会保険庁が信用できない」が

7.0%と なつており、納付率が低<なつている背景には、こうした年金制度及び行政組織に対する不信感・不安感という要

因もあると考えられる。

<1号期間滞納者の国民年金保険料を納付しない理由 (主要回答)(平成20年調査)>
保険料が高<、

経済的に支払う
のが困難

受け取れる年金

額が分からな
い 。保険料に比
べて少ない

これから保険料
を納めても加入

期間が少な<、

年金がもらえな
しヽ

すでに年金を受
ける要件を満た
している

年金制度の将来
が不安・信用で
きない

社会保険庁が信
用できない

その他

平成 11年調査 62.4% 8.1% 2.2% ○。9% 6.3% 20.2%

平成 14年調査 64.5% 7.5% 2.〇% 〇.9% 9.3% 15。 7%

平成 17年調査 65.6% 4.8% 3.8% ○。7% 14.8% 7.〇% 3.2%

平成 20年調査 64.2% 3.‐ 9% 5.3% 1.5% 14.3% 7.〇% 4.〇%

※注 1:回答不詳以外の者に対する割合である。なお、四捨五入の関係で総計が100%にならない場合がある。

※注21平成11年調査及び平成 14年調査においては、「未納者」の国民年金保険料を納付しない理由 (主要回答)である。

※注3:平成 11年調査及び平成 14年調査の「その他」には、「学生であり、親に負担をかけたくない」がそれぞれ9.8%、 3.5%含 まれている。

13



(詳細は資料4-1参 照)

納付督励

年金記録問題への対応を最優先とする状況下で、職員等による納付督励等の取組みが年F83を通じて十分に実施できなか

った。

市場化テストによる納付督励について、平成21年 10月より新たに市場化テストを実施した127事務所が加わり、

全年金事務所が対象となつたところであるが、市場化テスト受託事業者との協力・連携が不十分であつたこと等により、
その効果が十分に発揮されなかった。

免除勧奨等

市町村から提供される所得情報に基づ<免除等申請勧奨を着実に実施したことにより、負担能力が乏しい被保険者への取組
については一定の向上が図られたところである。

平成 20年 度 平成21年度 対前年度比

金額免除者数等 (害」含) 521万人 (26.5%) 535万人 (27,4%) +14万人 (+O.9ポイント)

強制徴収

職員による強制徴収の取組みについては、最終催告及び督促の件数は平成20年度をやや上回つたが、差押え件数等は前年
度を下回る結果となつた。

そ の 他

□座振替利用率は伸びなかったが、クレジットカード納付、コンビニエンスス トア納付及びインターネットバンキング等に

よる電子納付については着実な利用が図られた。

【総括】
全体として、国民年金保険料の収納対策に対する日本年金機構 (社会保険庁)の組織的な取組が十分でなかったと考え

られる。

＞

　

　

　

　

＞

ア
　
　
イ

N
ω
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納めやすい環境づ <り の整備

○ □座振替の推進

○ □座振替割引制度の導入 (H17.4～)

(□座振替率)

19年度末   20年 度末   21年 度末
40% →  38% →  36%

599万人  562万人   527万人

○ 任意加入者の□座振替の原則イヒ
(H20.4～ )

○ コンピニ納付の導入   (H16.2～ )

(利用状況)

19年度    20年 度    21年 度

874万件 → 966万 件 → 1,107万件

○ インターネット納付の導入

(H16.4～)

(利用状況)

19年度   20年 度   21年 度

31万件  → 38万件  ‐→ 41万件

○ クレジットカード納付の導入
(利用者数) (H20.2～)

19年度  20年 度    21年 度
2万人 → 9万人  →  14万 人

○ 税申告時の社会保険料控除証明書の
添付義務化 (H17.11～ )

電  話
H19年度  915万件
H20年度 1,481万件
H21年度 1,969万件

戸別訪間 (面談 )

H19年度 1,455万件
H20年度 1,103万件
H21年度  419万件

→|1不‐公平感の解消‐と波及効1果

撮 終催告状は当該年度に着手|しt:発行した件数
「|1警輝然■財岸拳押の仕‐撃は■平事??年 0月 1本写年|

:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
― ― .

: 効率化により強制徴収へ要員をシフト
l…

… … … … … … … … …
―

― ―
… …

・質の向上
.-/ns"ft i

|⇔||→1110111～ ||～111わ|か0111く ||え|||‐1本|をユ
ー
Ⅲ 轟曇[専歴蘊轟島鍵凛:籠纏



平成22年度の収納対策の主な内容

N
輌

①■国民年
1金

1保1険料|の収納1対策11=対|す|る●1本1年1金1機構|どじて|あ1組織1由|な1取1絶
‐あt奎イヒ

<計画的 。効率的な収納対策に向けての行動計画の策定>
○ 機構全体及び各年金事務所において、それぞれ行動計画を策定し、計画的 。効率的な収納対策に取り組む。

く進捗状況にかかる管理の強化>
○ 各年金事務所の行動計画の進捗状況を月次で管理、ブロック本部担当部長会議を四半期ごとに開催する。 (社会保険

庁0寺代は、年 1回程度、指定社会保険事務局の進捗状況についてヒアリングの実施 (平成21年度は 11事務局)。 )

②■市‐場イーじテ|スト|の適‐正化

く契約更改分にかかる改善措置>
○ 本年 10月契約更改分 (185事務所)については、次のような改善措置を講じる。

・戸別訪間による納付督励を重視することを実施要項に明記
・事業の質も重視した事業者を採択できるよう、総合評価に当たっては、入札価格より企画提案書の評価に重点をお<

入札方式に変更

<既契約分にかかる改善措置>
○ 昨年 10月契約分 (127事務所)については、要求水準に対する達成状況が低調であることから、受託事業者に対

して平成22年 7月 12日付で「業務改善計画」の提出を指示。今後、「業務改善計画」提出後の状況を十分にフォロー

アップしてい<。

<受託事業者との連携体制の整備>
○ 機構と受託事業者双方の責任者の明確化、連携マニュアルの作成など、受託事業者との情報交換、連携体制を整備し

ていく。
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餞 蒻
<強制徴収にかかる事務サイクルの確立>
○ 最終催告状の送付から差押えの実施までの一連の手続きを2年以内に完結させるサイクルを確立する。なお、昨年度

までに着手した全案件については、進捗状況を総点検し、取組み力針を明確化する。

<集合研修の実施>
○ 強制徴収担当職員の集合研修を9月から12月 に400人規模で開催するなど、スキルアップを図る。 (平成21年
度の強制徴収担当職員の集合研修については、年3回、70人程度の実施。)

<国税庁への委任>
○ 悪質な滞納者については、国税庁に委任する仕組みを活用する。

N く届出がない場合の資格取得の手続き (いわゆる「職権適用」)の確実な実施>
0 20歳 に至」達する者、34歳及び44歳至」達者、第2号 (または第3号)被保険者から第 1号被保険者となった者に

ついて、適用勧奨を早期に行い、届出がない場合の資格取得の手続き (いわゆる「職権適用」)を確実に実施する。

<関係機関との調整>
○ 健康保険組合の被扶養者異動情報の提供を受けられるよう、関係者と調整を進める。

<適用体制の強化>
○ 本年 10月から増員予定の特定業務契約職員 (約 400名 )による戸別訪Fo5活動等により、新規適用者 (特に、いわ

ゆる「職権適用者」 )への働きかけを強イヒする。
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Q■1甲馨琴‐替市11事の1準1準

<□座振替制度の利用1足進>
○ □座振替申出書と返信用封筒を同封したダイレク トメールによる勧奨、市場化テスト受話事業者による勧奨などによ

り、□座振替制度の利用促進を図る。 (平成21年 10月委託開始分から□座振替獲得のインセンティブを強化)

○ 金融機関等に対して、□座振替制度の周知及びチラシ等の備え付けについて協力を要請する。

<□座振替不能者へのフォローアップの強化>
○ □座振替ができなかつた者の情報を市場化テス ト受託事業者へ提供し、該当者に対し速やかに再振替の案内を行う。

N
N

⑥■公的年金制度の1普及■啓発について

<「年金月間」の設定>
0 11月 を「ねんさん月間」とし、政府広報や市町村広報誌などを活用した普及 。啓発活動を展開し、出張相談等も集

中的に開催する。

<大学における相談会の開催>
○ 学生納付特例手続きの周矢□を行うため、大学構内における相談会を積極的に開催する。

<バンフレット等の内容の見直し>
○ 届出の必要性を分かりやす<周知するため、バンフレット、通知文書の内容の見直しを行う。      ｀
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○ 所得情報を基に、未納者を強制徴収対象、納付督励対象、免除等申請勧奨対象に区分し、さらに未納月数毎に細分イヒし、

各区分の未納者属性に応じた督励・勧奨方法、スケジュール及び担当者を明確にして督励等を実施。

○ また、納付月数の増加目標と免除等申請受理目標をそれぞれ設定しt分子と分母の両面への取組を具体化した。

(概念図参照)

納 付 率 の 向 上 及 び 未 納 者 数 減 少 へ の 取 組 (概 念 図 )

所 得 層 、未 納 期 間 、 年 齢 、督 励 事 蹟 等 の 属 性 別 に 未 納 者 数 を 把 握

ω

kl翁Kttilll

霧    11
■|1警毎争

'響

1下‐煮11対す011やな01御1警,41多■嗜,1除申請っ奨め実施

IW鰤 鯖誌彙競離醸蒙鼻:理曇鞭魂普|||,薇
百11111■■|■

ギ‖継続集1除(若1年)去口下者に対|する速
‐
やかな納付1督励及び多段階免除申1請勧奨の実施

未納月数      1  ～  6      1   7~～   12   1        13  ～  24

1

目

目



0■納1付1彗励|め美議状1漁|||

(取組状況)

〇 年金記録Fo3題への対応に労力を要したことから、職員等による督励活動が十分に実施できなかつた。
○ 市場化テストによる納付督励は、平成19年 10月より95か所、平成20年 10月より90か所で実施し、平成21年 10
月から127か所を追加した。これに伴い、電話納付督励件数が増加してしヽるが、戸別訪間督励件数は減少してしヽる。

ω

区   分

市場化テスト対象事務所 (127事 務所〕
(平成21年 10月 から実施)

市場化テスト対象事務所〔9。事務所〕
(平成20年 10月 から実施)

市場化テスト対象事務所〔95事務所〕
(平 成19年 10月 から実施)

計

①20年度の
実施件数

②21年度の
実施件数

対前年度比 ③20年度の
実施件数

④21年度の
実施件数

対前年度比 ⑤20年度の

実施件数
⑥21年度の
実施件数

対前年度比 ⑦20年度の
実施件数

③21年度の
実施件数

対前年度比

(0)÷ (1)〕 (14)÷ (3)) (③■0"

141万件 290万‐件

'041稼

|||IF14 10210% ユ:481ガⅢ|||II14
一７

一

一０

ギ

一■

一

一３

一

一１

一

再掲(市場化テスト以外の委託) 130万件 51万 44 39.2°/ 48万件 178万件 51万件 28.77

再掲(職員・収納指導員) 15万件 8万 44 53.3% 10万件 5万件 50.00/ 8万件 3万件 37.5% 33万件 16万件 48.5%

再掲 (市場イヒテスト事業者 ) 238万 14 428ni,+ 800万件 186.9ツ 842n1+ 864万件 102.6% 1,270z.1+ L,901nl+ 149.77

戸昴1防門‐雪懃 |12万1件 243万 14 11§ 10フ ,1,万‖ 170万‖ 12解ツ 1841万1牛 110万 14 15918%

"二

01514 422万 14
1‐011イ

再掲(国民年金推進員) 672万件 229万 44 34.1% 220万件 38万 14 17.3°/ 13sE{+ 55万件 40.7% 1′ 026万 14 321万件 31.3%

再掲(職員・収納指導員) 10万件 2万‖ 20.0% 3万件 1万件 33.30/ 1万件 1万件 100.0% 14万件 4万 44 28.6%

再掲(市場化テスト事業者) 12万 44 15万件 31万件 206.7ツ 48万 14 54万件 112.5% 63万件 96万件 152.40/

催告状 2981万‖ 468万‐‖ :|,10, 247万:件

'00硝

12115●/ 274万‖ ■:"‐件 |11‐9714ツ 818万 14 IIIII方摯
||`||■ ||■ )■ |■|

11‐0100ツ

再掲(社会保険事務所) 298万件 420万 44 141.0% 174万件 176万件 101.10/ 10万 14 279万件 2790.0% 4828i|+ 875万件 181.5%

再掲(市場化テスト事業者) 48万 14 73万件 124万件 169.90/ 264万‖ 262万件 99.2以 337万件 434万件 128.8%

※上記表中における数leLはそれぞれ四捨五入によつているため端数において合計とは一致しない場合もある。
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○ 市町村から提供を受けた所得情報を活用し、免除等に該当すると思われる者に対して、申請勧奨文書 (ダイレクトメール)

を送付。その後、未申請の者に対し、職員及び国民年金推進員が、電話や戸別訪Po5による再勧奨を実施。

○ こうした取組みの結果、平成21年度における第1号被保険者数に占める全額免除者数の害」合は、前年度をO。 9ポイント

上回つた。

■第1号被保険者数及び全額免除者数等

20年度

「

… … ~~~~~… ~~

:

(A)   1 害」含 (%)

21年度

r― ― ― ― ― … … … … …

1

(B)   1 害J含 (%)

対前年度比
r― ‐ … … …… … … … … …

1

(B一 A)1害」含 (%)

第 1号被保険者数 1,966万 人 1,951万 人 |  一 △ 15万人 |  一
:

金額免除者数等合計 521万 人 26.5% 535万人 1  27.4%
:

14万人 |

1

十○。9ホ
゜
イント

法定免除者数 114万 人
|

:

5.8% 120万 人 6.2% 6万人 +O.4ホ
゜
イント

申請全額免除者数 zo4nti r o,4%
____r

215万 人 11.0% 10万人 +0.6ホ
゜
イント

学生納付特例者数 165万 人 |

:

8.4% 163万 人 8.3% △ 2万人 △〇。1ホ
゜
イント

声
年者納付猶予者数 37万 人 |

:

1.9% 37万人 1.9% O 〇.〇ホ
゜
イント

(注 1)第 1号被保険者数のうち任意力o入者は除 <。

(注 2)上記表中の「害」含」は、第1号被保険者数に占める全額免除者数等の害」合である。
(注 3)上記表中における数値はそれぞれ四捨五入によっているため端数において合計とは合致しない場合もある。
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〇 平成21年度の強制徴収の取組みについては、最終催告や督促の件数は平成20年度をやや上回つたが、差押え件数や獲

得納付月数は前年度を下回る結果となった。

ω
ω

平成 15年度 平成 16年度 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 平成21年度

最終催告件数

当年度実施件数 9,6531牛 31,497イ牛 172,440件 310,551イ牛 40,727イ牛 16,350件 17,1311牛

15年度からの
累    計

9,653イ牛 41,150イ牛 213,590件 524,1411牛 564,868イ牛 581,218イ牛 598,349イ牛

督 促 件 数

当年度実施件数 321イ牛 3,724{牛 37,126件 121,1134牛 28,485件 8,160イ牛 10,061件

15年度からの

累    計
321イ牛 4,045イ牛 41,171イ牛 162,284イ牛 190,7691牛 198,929イ牛 208,990件

差 押 件 数

当年度実施件数 211牛 1251牛 3,0481牛 11,910件 11,387件 5,534件 3,092件

15年度からの
累    計 21イ牛 146イ牛 3,194イ牛 15,104{牛 26,4911牛 32,0251牛 35,1171牛

強制徴収手続
きによる

獲得納付月数

当年度実施件数 一 月 113,447月 430,988月 894,955月 968,855月 370,338月 225,223月

16年度からの
累    計 一 月 113,447月 544,435月 1,439,390月 2,408,245月 2,778,583月 3,○03,806月

注)「強制徴収手続きによる獲得納付月数」について、平成 15年度は集計を行つていない。
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1概 要

○ 国民年金保険料の収納事業のうち、強制徴収や免除等申請勧奨を除く納付督励業務等を包括的に民間委託し、民間事業者の倉」意工夫や

ノウハウを活用する「市場化テストモデル事業」として、平成17年 10月から5か所の社会保険事務所を対象に実施。なお、受託事業

者に対しては、事業目標としての「要求水準」を設定している。

○ 平成18年 7月からは(30か所の社会保険事務所を追加して「市場化テストモデル事業」を実施。

○ 平成19年 10月からは、「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」に基づ<事業として、95か所の社会保険事務所を

対象に「市場化テスト」を実施。

○ 平成20年 10月からは、90か所の社会保険事務所を追加して、合計185か所の社会保険事務所を対象に「市場化テスト」を実施。

○ 平成21年 10月からは、127か所の社会保険事務所を追加して、全312社会保険事務所で実施。免除勧奨業務を追加した。

○ 平成22年 10月から、平成19年および平成20年事業の契約更改に伴い、免除勧奨業務を追加した上で185か所の年金事務所を

文」易dこ

ω
ヽ

く市場化テスト事‐業|の 1変遷>

‐‐８
‐年

，
一月

一．●
．・・一・一一一一・一一一一一・．一一一一．
一一一一

，
年
１‐ｏ一一月



2 実施状況

(平成21年度)

(1)事務所別の要求水準達成状況

○ 平成19年 10月開始分は、達成12事務所、未達成83事務所で、

89事務所となつている。平成21年 10月開始分は、全ての事務所

平成20年 10月開始分は、達成 1事務所、未達成

(127事務所)で未達成となっている。

ω

輌

達 成 未達成 達 成 未達成 達 成 未達成

継続 95か所

(19年 10月 開始)

20年度 24事務所 71事務所 3事務所 92事務所 74事務所 21事務所

21年度| 12事拳所| 83事務所 ■琴拳■ |191事務所| 404脊所 |1551事務1所

継続90か所

(20年 10月 開始 )

20年度 1事務所 89事務所 12事務所 78事務所 0事務所 90事務所

2‐1年1度
一
所
一

一勁
●
１

一
894筆

",

0事務所 9‐0事務所 17,警獅 ‐ 15事務所|

拡大127か所

(21年 10月 開始 )

20年度

21年度 1噂綱 一所
一

一務
一

一黎２
一

10=務デ| 127事務所 19事務1所 1271赫

<要求水準の設定の考え方>
(平成 19。 20年度実施分)

年金 (社会保険)事務所ごとの前年度納付率 (見込)に「力0算率」を加えたものを目標納付率として、その目標納付率を達成するために
必要な獲得月数を要求水準とした。
【加算率】 。過去の納付率の平均伸び率などを参考に契約期間中の毎年度の率 (―律)を設定。

(現年度 :〇.6%、 過年度 :〇.3%)
(平成21年度実施分)

年金 (社会保険)事務所ごとの平成20年度納付率 (見込)に、毎年度―律の「加算率」を加えたものを目標納付率として、その目標納
付率を達成するために必要な獲得月数を要求水準とした。
【加算率】 。近年の中で最も納付率の高かつた平成 17年度の納付率をベースにして、契約期間中の毎年度の率を設定。

(現年度 :1.5%→ 6.〇%、 過年度 :2.7%(1年 目)、 1.8%(2年 目))

<最低水準の設定の考え方>                        ・

年金 (社会保険)事務所ごとの前年度納付率 (見込)を達成するために必要な獲得月数を最低水準とした。
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(2)納付月数の要求水準達成状況

○ 市場化テスト受託事業者に対して平成21年度に要求した要求水準 (現年度保険料と過年度保険料を合わせたもの)の達成

状況を見ると、平成19年 10月及び平成20年 10月から継続実施している185事務所では、それぞれ、93。 5%及び

84。 2%であるが、平成21年 10月開始の127事務所では63。 6%と低調である。この結果、平成21年度における

受託事業者全体の要求水準の達成率は、82.4%に とどまつている。

○ 市場化テスト受託事業者に対して平成21年度に要求した現年度保険料における最低水準 (当該区域を管轄する年金事務所

(社会保険事務所)の前年度の実績と同程度の水準)の達成1犬況を見ると、平成19年 10月から継続実施している95事務

所では98。 3%であるが、平成20年 10月から継続実施している90事務所及び平成21年 10月開始の127事務所で

は、それぞれ、65。 5%及び68.2%と 低調である。この結果、平成21年度の現年度保険料における受託事業者全体の

最低水準の達成率は、76。 0%にとどまっている。

継 続 95か 所 (19年 10月 開 始 ) 2,451,077月 2,024,154月 1,989,528月 81.2% 98.3%

継 続 90か F~f(20年 10月 開 夕台) 2,447,538月 2,123,385月 1,391,702月 56.9% 65.5%

拡 大 12フ か 所 (21年 10月 開 夕台) 3,203,349月 2,935,179月 2,003,068月 62.5% 68.2%

計 8,101,964月 7,082,718月 5,384,298月 66.5% 76.0%

継 続 95か 所 (19年 10月 開 夕台) 4,139,365月 3,954,706月 4,171,631月 100.8% 105.5%

継 続 90か 所 (20年 10月 開 夕台) 2,418,212月 2,338,447月 2,706,137月 111.9% 115.7%

拡 大 127か 所 (21年 10Fヨ 開 夕台) 1,165,971月 1,021,712月 777,805月 66.7% 76.1%

計 7,723,548月 7,314,865月 7,655,573月 99.1% 104.7%

継 続 95か 所 (19年 10月 開 夕台) 6,590,442月 5,978,860月 6,161,159月 93.5% 103.0%

継 続 90か F~F(20年 10月 開 夕台) 4,865,750月 4,461,832月 4,097,839月 84.2% 91.8%

拡 大 127か 所 (21年 10Fヨ 開 夕台) 4,369,320月 3,956,891月 2,780,873月 63.6% 70.3%

計 15,825,512月 14,397.583月 13,039,8フ 1月 82.4% 90.6%
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○ 平成21年度における市場化事業者の督励件数は、電話納付督励が全体の督励件数の約80%を 占めており、戸別訪間督励

の件数は、全体の督励件数の約4%にとどまつている。

区   分

市場化テスト対象事務所 (127事務所〕
(平成21年 10月 から実施)

市場化テスト対象事務所〔90事 務所〕
{平成20年 10月 から実施)

市場化テスト対象事務所〔95事 務所〕
(平成19年 10月 から実施)

① 20年度 の

定 備 44枷
②21年度の

菫 柿 社 粘

③20年 度の
実施件数

④21年 度の
車 柿 44獅

⑤20年度の
室 儒 44新

⑤21年 度の
実施件数

⑦20年度の
車 襦 44枷

③21年度の
宝 楠 体 新

電話納付督励 238万件 428万件 800万件 842万 44 864万件 1′ 270万件 r,9018i,4

戸別訪間督励 12万 14 15万件 31万件 48万 44 54万件 63万件 96万件

催告状 48万 14 73万 44 124万 件 264万 44 262万件 337万件 434万件

合   計 298万 件 516万件 955万件 \$4n14 L,180nl+ 1′ 669万件 2′431万件

※上記表中における数値はそれぞれ四捨五入によ って いるため端数において合計 とは一致 しない場合もある。
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□座振替納付の利用促進

○ □座振替による早期納付を行うことにより保険料の害」引が適用される「□座振替前納害」引制度」、「□座振替早期害」引制

度」の周矢□と利用勧奨を実施。しかしながら、新規□座振替利用者が伸びず、平成21年度における□座振替納付者は527
万人にとどまり、□座振替利用率は36.3%(対 前年度比△1.7ポイント)となつた。

平成20年度 平成21年度 対前年度比

□座振替納付者数 562万 人 527万 人 △35万人

□座振替利用率 38. 〇% 36.3% △1.7ホ
゜
イント

クレジットカード納付の導入

○ 平成20年 2月からクレジットカードによる保険料納付の受付を開始し、納付方法の選択肢の拡大を図つたところである。

平成21年度における利用者は約14万人であり、徐展にではあるが利用者は確実に増加している。

平成20年度 平成21年度 対前年度比

クレジットカー ド納付者数 9万人 14万人 +5万人

クレジットカード利用率 〇.6% 1.〇% +〇 .4ホ
゜
イント

コンピニ・電子納付の利用促進

○ 平成21年度のコンビニエンスストアでの保険料納付の利用件数は1, 107万件 (対前年度比141万件増)、 収納月

数は1,764万 月 (対前年度比231万月増)となつており、全納付保険料の17%を占めた。コンビニエンスストア納

付の3分の1は、20歳代が利用している。

また、インターネットバンキング等による電子納付の利用件数は、41万件 (対前年度比3万件増)、 収納月数は107
万月 (対前年度比12万月増)となり、着実な利用が図られている。

平成 20年度 平成21年度 対前年度比

コンビニ納付利用件数 966万 1牛 1,107万件 +141万 件

コンビニ納付収納月数 1,533万月 1,764万月 +231万 月

9

平成20年度 平成21年度 対前年度比

インターネット納付利用件勤 38万 14 41万件 +3万イ牛

インターネット収納月数 95万 層 107万 月 +12万 月
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平成 21年度Q被保険者の状況

ゴ 醒 年金被保険者 の動庸

○ 第 1号被保険者数 (任意加入被保険者数を含む。)は、平成 21年度末現在で1,985万人

と、前年度末と比べ 16万人減少している。

○ そのうち法定免除者数及び申請全額免除者数は平成21年度末現在でそれぞれ120万人及

び215万人となつており、前年度末と比べそれぞれ6万人及び10万人増加している。

○ 平成 21年度末の納付対象者数は 1,450万 人となつており、前年度末と比べ 30万人減少

している。

○ なお、一部免除者数は平成 21年度末現在で 47万人となつており、前年度末と比べ4万

人減少している。

表 1 国民年金被保険者数の動向

注 1 被用者年金被保険者欄の ( )内の数字は、共済組合の人数を平成 20年度実績とした場合の暫定値である。

注 2 「被用者年金被保険者」は、国民年金第 2号被保険者のほか、65歳以上で老齢又は退職を支給事由とする年金給付

の受給権者を含む。

図 1 第 1号被保険者数の推移

2,000

1,500

1,000

500

0

+Ft fi 19            20

注 1 納付対象者は、第 1号被保険者 (任意加入含む)か ら法定免除者、申請全額免除者、

付猶予者を除いたものである。したがつて、一部免除者は納付対象者に含んでいる。

注 2 納付対象者の ( )内の数字は対前年度差である。
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第 1号

被保険者

口若年納付猶予者

口学生納付特例者

口申請全額免除者

0法 定免除者

口納

(年度)

学生納付特例者及び若年納

被用者年金
1薇保険者|

|て 第?号被
保険者等)

第 0号
被 保険者

寝 1昇 被 1第 1号被1 呆険者

曇療議事
‐保 険 者

(任意 カロ

入含 む )

(再掲 ) 額免 除者 (再掲) 部免 除者
任
="^被保険者申請|‐

1全苺 |

免
.除

1者

学生納付
1特例者 |

若1年 納付
1猶予者■ 】”

:孵 申請1/4

免除者

平成 17年 度
3.302

// ///

2.035 8

17 8

1.985 7 (3.872) 3.425

ｎ
ｕ

И
叶



(1)第 1号被保険者の資格取得者数の状況

○ 平成 21年度の資格取得者の第 1号被保険者に対する割合は 25.7%と なっている。

○ 第 1号被保険者の資格取得者においては、第 2号被保険者から第 1号被保険者 となる者

が引き続き多く、20歳到達による資格取得者は減少傾向にある。

表 2 第 1号被保険者の資格取得理由別被保険者数

注 資格取得者数には、上記の再掲に示した者以外に、任意加入被保険者の資格取得者や外国からの転入者等が含まれる
ため、その数ば再掲の合計とは一致しない。

第 司号

被保険者数
(年度末 )

資  格 |      (再 掲)   ~ ~
取得者数

(年 度累計 )

割  合

(%)

第 2号
からの

移行者

第 3号
か らの

移行者

20歳 到達者
手帳送付者 1箭

平成17年度 2,190 23 7 303

2.123 25.1

2,035 26 6

2,001 27 0 111

1,985 25 7

一
　

　

　

１

２

　

　

■
４

一
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(2)第 1号被保険者の年齢構成の変化

○ 第 1号被保険者の年齢構成をみると、20～24歳の全体に占める割合が 19.7%と 最も高

く、'次に 55～ 59歳が 16.4%と なつている。

図2 第 1号被保険者の年齢構成の推移 (年度末現在)

(%)

100

0

平成

注

12 13 14 15 16 21 (年 度 )

第 1号被保険者は任意加入被保険者を含んでいる。
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表3 年齢階級別第 1号被保険者数の推移

(

年 .度 平成12年 度 平成13年1度 平成114年1度 平成15年 度 平成‐16年 1度 平1成17年 度 平成18年度 平成19年度 平‐成20年度 平成21年度

第■号被保険者
||(荏1意力d入含む)|‐

2,154 2.207 2.237 2,240 2,217 2,190 2,123 2,035 2,001 l,985

201■ 124歳 399

25■ 29歳 250 258 259 242 227

30～ 34歳| 235 237 222

3,■ 39歳 205 228

40～ 44歳

45～49歳 183

50～ 54歳 327 320 250 232

5‐5■19歳 375 352 327

60歳以上

平‐均1年 齢|(歳 ) 39 7 39 6 39.7 39 6 39.7 40 0 40 0 39 9 39 7 39 6

注 抽出統計調査 (抽 出率 1/100)に よる数値である。



Ⅱ 平成 21年度の保険料納付状況

表 4 納付対象月数及び納付月数の推移 (現年度分 )

注 納付対象月数及び納付月数の

図 3 納付率、

( )内 数値は、前年度比 (%)である。

納付対象月数及び納付月数の推移 (現年度分 )

-3納 付対象月数

…
納付月数

一

(単位 :万 月 )

0

(年 度 )

０

０

０

０

０

５０

４０

３０

２０

１ ０

０

‐
　
　
　
　
　
　
　
　
　

納
付
率

（
り

825“′
“

3鉢 7812=墜
15“」

61  62  63  51   2   3   4   5   6   7   8   9

l1111,31輔
月

数

（
百

万

月
）若

年

者

納

付
猶

予

の
導

入

多

段
階

免
除

の
導

入

納 付 月 数
注 納付率 (%)= x100

納 付 対 象 月 数

納付対象月数とは、当該年度分の保険料として納付すべき月数 (全額免除月数・学生納付特例月数 。若年者納付猶予

数を含まない。)であり、納付月数はそのうち当該年度中 (翌年度 4月 末まで)に実際に納付された月数である。

-4-

43

(1)納付率等の推移

○ 平成 21年度中に納付された現年度分保険料の納付状況は、納付対象月数が前年度に比

べ 215万月分 (1.2%)の減少となつたが、納付月数が前年度に比べ 492万月分 (4.5%)

の減少となつたため、納付率は 60.0%と 、前年度の 62.1%か ら2.1ポイン トの低下となつ

た。

○ 平成 21年度中に納付された過年度分の保険料の納付状況をみると、平成 20年度分保険

料の納付率は 65.0%と なり、前年度の 62.1%か ら 2.9ポイン ト伸びている。また、平成

19年度分保険料の納付率は 68.6%と なり、前年度の 66.7%か ら 1.9ポイン ト伸び、前々

年度の 63.9%か らは 4.7ポイン ト伸びている。

平成17年度 平成18年 度 平成 19年度 平成20年 度 平成 21年 度

納付対象月数
19,060

(△ 75)

18,701

(△ 19)

18,153

(△ 29)

17.522

(△ 35)

17,308

(△ 12)

納付月数
12,793

(△ 24)

12,396

(△ 3.1)

11,609

(△ 64)

10,873

(△ 63)

10,381

(△ 4.5)



表5 現年度分及び過年度分の納付率の推移

注 1 各年度末時点で把握した当該年度分保険料の納付率である。

注2 保険料は過去 2年分の納付が可能であるため、例えば平成 19年度分保険料の最終納付率は、

平成 21年度の欄の「68.6%」 となる。

注3 ( )内 は前年度からの伸びである。

表 6 納付月数の推移
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(単 位 :%)

平
‐
成‐17年度 平1成181年1度‐ 平成191年

1度
平成20年度 平成211年 度

平
‐
成17年1度1分1保険料

‘
υ 70.7

(3.6)

72.4

(1.8)

平1成18年度分保険1料

66.3 69.0

(2.8)

70.8

(1,7)

平成19年度分保険1料

63.9 66.7

(2.8)

68.6

(1.9)

干1嗜
IT午辱‐?F悴#

62.1 65.0

(2.9)

干121す IF‐↑,管#
60.0

(2)納付月数の推移

○ 平成 21年度中に納付 された保険料 (現年度分及び過年度分 )

前年度比△4.2%)で あり、そのうち当年度分は 1億 381万月分

過年度分は934万月分 (対前年度比

^1.0%)と

なつている。

は 1億 1,315万 月分 (対

(対前年度比△4.5%)、

(単位 :万 月 )

平成17年
1度

平1成18‐年1度 平‐成19年 度 平成‐20年 度 平成21年 度 対前年1度比
|● (0/● >|■

総納付月数 13,987 13,540 12,648 11,817 11,315 △ 42

現年1度 分納付1月1数 12,793 12,396 11,609 10,873 10,381 △ 4.5

過年度分納付月1数 1.194 1,144 1,039
”

， 934 △ 1.0

前
1年

度分 699 584 528 △ 2.5

前|々 年度分 495 455



(3)年齢階級別の納付率

○ 平成 21年度の納付率を 5歳階級別にみると、おおむね年齢が若いほど低 くなっている。

また、前年度と比較すると、すべての年齢階級において納付率が低下 している。

○ コーホート別に納付率をみても、ほぼすべての年代で納付率が低下している。

(%) 図 4 年齢階級別納付率
80

ア′ /

藤

60

55

50

45

40

σZ θ

´
多

ゲ

」/ イ
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図 5 コーホー ト別納付率
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(4)一部免除に係る状況

○ 平成 21年度における、保険料の一部を免除された納付対象月数は 666.0万月となつて

おり、前年度に比べ 33.9万月減少している。また納付月数は 235.8万 月となつており、

前年度とほぼ同じ月数となつている。

○ この結果、一部免除された保険料に係る納付率は 35.4%と なつており、前年度に比ベ

1.7ポイン ト上昇している。

二善心轟裏各1事 3/4免 1除1対
1象

|‐  ■||   ‐| |

半額免除対‐象 1/4免除対‐象

平1成‐1118‐年度

納付対象月数 762 266 413 83

納‐付月数 243 87 143
つ
０

納付率 (%) 32 33 35
＾
υ

平‐成‐■01年度

納付対象月数 739 つ
０

α
υ

つ
０ 263 112

納付月数 248 135 92 22

納
‐
付率 (%) 34 ７

′
つ
０ 35

ｎ
υ

平成 2101年度

納付‐対
‐象月数

■|| ||    | ‐

700 〓
υ

Ｅ
υ

う
０ 238 ハ

υ

納 付1月 数 236 135 80 ０
こ

納付率 (0/o) 34 38 33 20

平1成 2111年度

納1付
‐
対象月

‐
数 666 344 222 100

納付1月 数 236 138 76 つ
０

０
乙

納付率 (%) 35 40 34 22

(注 )各年度の数値はt現年度分である。

表7 -部免除の納付対象月数及び納付月数
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(単位 :万 月 )



(1)被保険者属性別の納付率の変化

平成 21年度の納付率 (現年度分)と 前年度の納付率 (現年度分)の変化を被保険者属性

別にみると、次のとおり。

○ 納付対象月数が全体の約 7割 (約 1億 2千万月)を 占める「この 2年間引き続き納付

対象となっている者」については、21年度は 62.2%と 、前年度に比べて 0.5ポイン ト

の低下となつている。

○  「20年度全額免除だつた者のうち 21年度に納付対象者であつたもの」については、

全体と比べて納付率は低い傾向にある。

○ 新規資格取得者についてみると、「 3号から 1号になつた者」以外の納付率は低い傾

向にある。

図 6 被保険者属性別の納付対象月等の変化の状況

平成 20年度の状況 平成 21年度の状況

注 1 20晟 にヨ1達 した者について、手帳送付者の納付率が216%(納 付対象月 170万 月 )、 それ以外の者の納付率は

773%(納 付対象月 100万 月)と なっている。

注 2 「その他」には、 2号 か ら 1号 になつた者で届出の提出がないため職権適用を行 つた者等が含まれている。
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1号 資格

喪失者

(納 付率 655%)

20年 度 中に60歳 に到達 し

資格喪失 した者

納付率 799%
(納 付対象月 440万 月 )

２
０
年
度

の
み

納
付
対
象

月
が
あ
る
者

その他の資格喪失 した者

(20年 度中に 2号 に移行 した者等 )

納付率 607%
(納 付対象月 1320万 月 )

20年 度は納付対象
月があり、21年 度
は全額免除の者
(納 付率 228%)

21年 度末は申請全額免除者

納付率 237%
(納 付対象月 170万 月 )

その他 (21年 度末学生納付特例者等 )

納付率 221%
(納 付対象月 210万 月 )

両年度 とも

納付対象月

が ある者

(納付率 626%)

この 2年 間引き続 き納付対象 と

なつている者

(継続被保険者層 )

納付率 626%
(納 付対象月 1億 2.490万 月 )

⇒
両年度とも

納付対象月
がある者

(納付率 622%)

この 2年間引き続 き納付対象 と

な つている者

(継 続被保険者層 )

納付率 622%
(納 付対象月 1億 2.420万 月 )

1年度中に60歳 にヨl達 した者

納付率 793%
(納 付対象月 780万 月 )

21年 度中に60歳 に到達 した者

納付率 807%
(納 付対象月 430万 月 )

その他 (こ の 2年間に 1回 以上

資格妻失、再取得 した者等 )

納付率 566%
(納 付対象月 2110万 月 )

その他 (こ の 2年 間に 1回 以上

資格喪失、再取得 した者等 )

納付率 583%
(納 付対象月 2300万 月 )

ｒ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

く

―

―

―

ｌ

ｋ

２

１
年

度

の

み

納

付

対

象

月

が

あ

る

者

20年度全額免除だつた
者のうち21年 度に納付
対象者であつたもの

(納 付率 284%)

20年 度末は申請全額免除者

納付率 202%
(納 付対象月 230万 月 )

その他 (20年 度学生納付特例者等 )

納付率 347%
(納 付対象月 300万 月 )

新規資格取得者

(納 付率 499%)

20歳 に到達 した者 (注 1)
納付率 430%

(納 付対象月 270万 月)

2号 か ら 1号になつた者

納付率 590%
(納 付対象月 780万 月 )

3号 から1号になった者
納付率 748%

(納 付対象月 240万 月)

そ の 他 (注 2)
納 付 率  176%

`績
什 樹 象 日 340芳 日ヽ



(2)納付率の変化の影響度

平成 21年度の納付率 (現年度分)を前年度からの変化

みると、次のとおりとなつている。

0 20年度のみ納付対象月がある者による影響

○ 両年度とも納付対象月がある者による影響

0 21年度のみ納付対象月がある者による影響

(2.1 ポイント低下)

・  0.5ポイ

“ △0.4ポイ
ロ △2.2ポイ

の影響度で

ン ト

ン ト

ン ト

表 8 納付率変化の属性別影響度

注 1:掲載の数値は四捨五入のため、内訳の合計が総数に合わない場合がある。

注 2:「その他」には、 2号から1号 となつた者で届出の提出がないため職権適用を行つた者等が含まれている。
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影‐響度|

紹 数 △ 2.1

1210年 度のみ

納1付対象月が
|あ|る 者| |■

2‐ 10年度中11●資1格―を―喪‐失|した1者 △ 0.4

0.5

2‐0年度中‐に 610歳
=!達

‐ △ 0.5

の他‐210年度中喪失 0.1

20‐ 年度は納付対象月があ―り●|12‐111年度は■‐除
―
の1者 0.9

申請免除者 0.4

生納付1特1例1者 0.5

IIII:|

21年 1間

=|き
1続 き対1象 月|あ り|‐ |■ ■■■‐■■|||‐ ■‐■

.I △ 0.3

△ 0.421■年度‐中610歳至!達‐ △ 0.3

そ―の他|(この121年 1間111資
‐
格1喪‐失|1取 1得|を 行‐|う|た者等) 02

il]桑:「

20年度|は1免1除‐者で121■年度‐に納1付1対1象 1月がある.者 △ 1.0

△ 2.2

申請‐免‐除1者 △ 0.6

△ 0.5

新‐規1資格1取得1者‐ △ 11

2101歳 到達 △ 0.3

2号
‐
から,11号

‐となう|た
.者 △ 0.1

3号から|■号|とな|●|た1者 |

0.2

そ―の他|(注12う △ 0.9



Ⅲ 地域別の納付状況

(1)納付率等が高い都道府県・低い都道府県

○ 平成 21年度分保険料の納付状況を都道府県別にみると、

島根、新潟、福井。反対に低かつた下位 3都府県は、沖縄、

納付率が高かつた上位 3県は、

大阪、東京となつている。

表9 納付率が高い都道府県

表 10 納付率が低い都道府県

表 11 市区町村の規模別納付率の変化

-10-

49

平成21年 度分 (現年度分 )

1 対前年度増減幅

過年度の納付率及び伸び

平成20年 度分 (前年度分)

1 対前年度伸び幅

平成19年度分 〈前々年度分 )

1 対前年度伸び幅

1 島根県  (724%) 神奈川県 (△ 06%) 島根県  (78.5%) 沖縄県  (+40%) 島根県  (816%) 東京都  (+2.6%)

2 新潟県  (720%) 長崎県  (△ 11%) 新潟県  (773%) 宮城県  (+38%) 新潟県  (803%) 神奈川県 (+25%)

3 福井県  (712%) 千葉県  (△ 13%) 秋田県  (768%) 北海道  (+38%) 秋田県  (803%) 大阪府  (+22%)

平成21年度分 (現年度分 )

l 対前年度増減幅

過年度の納付率及び伸び

平成20年 度分 (前年度分 )

1 対前年度伸び幅

平成19年度分 (前 々年度分)

1 対前年度伸び幅

1 沖縄 県  =_( 38 411) 大分県  (△ 50%) 沖縄県  (442%) 高知県  (+06%) 沖縄県  (488%) 高知県  (+01%)

大阪府  (507%) 福島県  (△ 44%) 大阪府  (557%) 岐阜県  (+17%) 大阪府  (598%) 山梨県  (+11%)

東京都  (564%) 鳥取県  (△ 4.4%) 長崎県  (607%) 和歌山県 (+18%) 長崎県  (643%) 岐阜県  (+11%)

(2)市区町村規模別の納付状況

○ 平成 21年度分保険料の納付状況を市区町村の規模別にみると、納付率は町村部が最も

高 く、政令指定都市及び特別区部で低い傾向が見られる。

○ 市区町村の規模別に納付率の前年度末からの変化をみると、政令指定都市で 1.6ポイン

ト、特別区部で 1.3ポイン ト、その他の市部で 2.2ポイン ト、町村部で 2.3ポイン ト低下

している。

平成20年度
(現 年度分 )

平成21年 度

(現 年度分 )

平成20年度か ら
21年度の変化

納付対象

月数

(万 月 )

納付月数

(万 月 )

納付率

(%)

納付対象

月数

(万 月 )

納付月数

(万 月 )

納付率

(%)

対象月数

の変化率

(%)

納付月数

の変化率

(%)

納付率

の差

(ポ イン
トヽ

政 令指定都市 3,412 1,981 58 0 3,470 1,960 56.5 △ 1.0 △ 1.6

東 京 23 区 1,514 860 56.8 1,506
り
０ 55.5 △ 0.5 △ 2.9 △ 1.3

そ の 他 の 市 10,733 63 1 10,610 6,460 60.9 △ 1.2 △ 4.6 △ 22

町 村 1,863 1,261 67.7 1,722 1.126 65.4 △ 7.6 △ 10.7 △ 2.3

全 国 合 計 17,522 10,873 62.1 17,308 10, 381 60.0 △ 1_2 △ 4.5 △ 2.1



(3)各都道府県の納付状況

○ 平成 21年度分 (現年度分)保険料の納付状況を都道府県別にみると、納付率は全ての

都道府県で低下している。

○ 平成 21年度分保険料の納付率の低下幅が大きかつた下位 3県は、大分、福島、鳥取と

なつている。

表 12 各都道府県別の納付状況

都道府県

平1成21年度分
(現 1年1度分)|

過1年度の納付率及‐び伸び

平成20年度分
|(前1年度1分

'|

平成10年 1度
1分

(前々年度分 )

1嵯Ъ戸■ 段:骨無1晰 申1摯 |‐鷹 摯彎11● |‐ 111霧TI 摯|11,‐融テぢT
全 国 7.308 △ 1 2 10 381 △ 45 60 0 Zゝ  2 65 0 68 6 9
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(参考 1)都道府県別の納付率の変化

注  「全国値への影響度」は、当該都道府県の納付率の上昇 (低下)が、全国の納付率の上昇 (低下)に どの程度影

響 したかを示したものである。
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は 上 )

都道府県

平 成 20年 産 (現年 度分 ) 平 成 21年 鷹 (現年 庁 分 ) 平 f20年 きか おの 方

対象月数
(万月)

納付月数
(万 月 )

納付率

(%)|1籠
持

対象月数

(万月)

納付月数

(万月 )

納付率

(%)1順
位

納付率

対前年度差

(%) 1順位

全国値への

影響度

(%)  1順 位

全 国 17.522 10,873 62 1 17,308 60 0 △ 2 △ 2.07
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蜃
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(参考 2)都道府県別全額免除割合の変化

全額 1免 除 1害1合‐

平 :成201年度 l① 平 1成21年度 l② 差 |(②■ ① )
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平 成 22年 8月 10日

日本年金機構の平成21事業年度の業務実績に関する評価の基準

平成 22年 7月 13日

厚 生 労 働 省 年 金 局

日本年金機構法 (平成 19年法律第 109号 )第 36条第 1項の規定により、厚生

労働大臣が日本年金機構 (以下「機構」という。)の平成21事業年度に係る業務の

実績について評価を実施するに当たつては、本基準に基づき行うものとする。

1.評価の概要

厚生労働大臣は、以降の機構の業務運営の改善に資するため、機構の平成21事
業年度における業務運営に関する計画 (以下「平成21年度計画」という。)の実

施状況を調査・分析し、平成21事業年度に係る業務の実績の全体について総合的

な評価を行うものとする。

2.平成21事業年度に係る業務の実績に関する評価

平成 21年度計画に掲げた項目ごとに行う個別的な評価と業務実績全体の状況

について行う総合的な評価の2つを併せて行うものとする。

(1)個別的な評価

個別的な評価は、平成 21年度計画の個別項目ごとの進捗状況について演1定す

るものとする。

① 個別的な評価は、平成21年度計画の個別項目ごとに以下の視点から行う

ものとする。

I.年金記録問題への対応に関する事項

年金記録問題の解決に向けた取組を計画的に進めているか。特に、ねんき

ん特別便、ねんきん定期便の処理及び再裁定の迅速化について、重点的に体

制を整備して取り組んでいるか。

(1)各種のサンプル調査の実施などを通じて、年金記録問題の未解明事案

についての実態解明を進めているか。

(2)基礎年金番号に未統合になつている記録については、「ねんきん特別

便」。「ねんきん定期便」、「年金記録の確認のお知らせ」(黄色便)等の回

答に係る記録確認作業の実施により、解明 `統合を進めたか。

(3)受給者・加入者への年金記録の確認作業を行うとともに、確認作業に

当たって市区町村との連携を図り、年金記録の確認の促進を図つたか。



(4)紙台帳検索システムの構築に向けた紙台帳の電子画像化や紙台帳とコ

ンピュータ記録との突合せに向け必要な調達手続きを進めたか。

(5)年金記録の統合状況等に応じて、再裁定の迅速な処理を行うための体

制を整備したか。

(6)標準報酬等の遡及訂正事案について、ご本人による記録確認・年金事

務所段階での記録回復を行うことにより、記録回復を速やかに進めたか。

(7)「ねんきん定期便Jの送付を行うとともに、常に年金記録が確認できる

仕組みの構築に向けて検討を行つたか。

その他年金記録問題の解決に向けて必要な取組を進めたか。

Ⅱ.提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

1.適用事務に関する事項

(1)国 民年金の適用の促進
` 

住民基本台帳ネットワークシステムを活用した20歳到達者の適用促

進等の対策を着実に推進したか。

(2)厚生年金保険 口健康保険 コ船員保険の適用の促進

① 厚生年金保険等の適用の促進について、年金記録問題への対応状況

を踏まえつつ、平成21年度は特に未適用事業所の的確な把握、未適

用事業所への重点的加入指導・認定による加入手続を実施したか。

② 各年金事務所においては、重点的加入指導実施事業所数及び立入検

査数について、平成22年 1月 から3月 までの間の目標を適正に設定

し、進捗管理を徹底したか。

2.保険料等収納事務に関する事項

(1)国民年金の納付率の向上

① 国民年金保険料の現年度納付率について、平成21年度は特に現年

度のみ未納者への納付督励、口座振替勧奨 DMの送付等に重点的に取り

組むことにより、平成21年 12月 末時点の納付率から平成22年 3

月末までの間において、 1ポイン ト程度以上の納付率の伸びを確保し

たか。

② 各年金事務所においては、「納期限内納付月数」及び「督励納付月数」

について、平成 22年 1月 から3月 までの間の目標を適切に設定し、

進捗管理を徹底 したか。

(2)厚生年金保険・健康保険 口船員保険等の徴収対策の推進

① 厚生年金保険等の収納確保に向けて、年金記録問題への対応状況を

踏まえつつ、平成 21年度は特に口座振替の推進、滞納事業所に対す

る納付指導や滞納処分の実施に重点的に取り組んだか。
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② 各年金事務所においては、収納率・滞納事業所解消数及び口座振替

実施率について、平成22年 1月 から3月 までの間の目標を適正に設

定し、進捗管理を徹底したか。

3.給付事務に関する事項

① サービススタンダー ドの達成状況を把握し、問題点については改善

のための対策を徹底する等迅速な決定を行つたか。

② 新規裁定者全員に対するパンフレットの送付や60歳を超える就労

者が多い事業所に対する適正な届出の指導等を行つたか。

③ 年金給付に関する業務処理マニュアルの徹底を図り、必要に応じて

研修等を行う等年金給付の支給誤りを防止するための措置を講じた

か 。

④ 年金支給年齢に到達する直前に、「ターンアラウンド方式」の年金請

求書を送付する等、受給者の申請忘れ、申請漏れを防ぐ取組を進めた

か。

4.相談、情報提供に関する事項

(1)年金相談の充実

通常期で30分、混雑期においても 1時間を超えないよう待ち時間

の短縮に努めるなど、お客様の立場に立って、利用しやすい相談体制の

整備や懇切丁寧な対応等年金相談を適正に実施したか。

(2)広報活動の推進

① 広報目的・対象に応じた適切な広報媒体の選定により、効果的な広

報を実施するとともに、施策目的に沿つた分かりやすい周知広報等を

実施したか。

② インターネットによる年金個人情報の提供など年金個人情報の提供

の充実を図つたか。

5.お客様の声を反映させる取り組みに関する事項

①  「お客様へのお約束 10か条」を策定し、役職員の常時携帯を徹底

するとともに、その実現に向けて取り組んだか。

② 年金事務所におけるお客様モニター会議の開催に向けた準備、職員

提案制度の適切な運用、各年金事務所の「ご意見箱」の設置等現場主

導のサービス改善に取り組んだか。

③ 現場で受け付けたお客様の声について、現場から本部に直接報告す

る仕組みを導入し、本部で情報を集約するとともに、お客様の声の内

容等について毎週公表しているか。

④ 年金事務所等の窓ロサービスについての「お客様満足度アンケー ト」
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の実施及びその結果の公表、職員教育の充実を図ることで、窓ロサー

ビス改善に取 り組んだか。

l⑤ 理事長の諮問機関として運営評議会を開催するとともに、運営評議

会の意見を積極的に業務運営に反映したか。

6.電子申請の推進に関する事項

磁気媒体届書作成プログラムを活用した電子申請の利用や社会保険労務

士の協力を得た電子申請の利用の促進に係る取組を実施したか。

Ⅲ.業務運営の効率化に関する事項

1.効率的な業務運営体制に関する事項

お客様と直接接する年金事務所等の職員の声の収集などにより、常に業務

の手順を点検し、業務の標準化を進め、業務処理要領等に反映させたか。

2.運営経費の抑制に関する事項

運営経費について、効率的な執行を進めたか。

3.外部委託の推進に関する事項

年金相談センターの業務を全国社会保険労務士会連合へ委託するなど外

務委託を推進するとともに、委託業者の適切な選定、委託業者の業務内容

の適正な管理・監視等を実施したか。

4.社会保険オンラインシステムの見直しに関する事項

「社会保険業務の業務・システム最適化計画」 (平成 18年 3月 厚生労働

省)の基本的な理念に沿つて、社会保険オンラインシステムの見直しに取

り組んだか。

5。 その他業務運営の効率化の取組に関する事項

① 競争入札の徹底、調達コス トの削減に努めたか。

② 調達委員会における年間を通じた調達の進行管理・事前審査等によ

り、調達の適正化、透明性の確保及びコス ト削減に努めたか。

③ 複数年契約等合理的な契約形態を活用したか。

Ⅳ.業務運営における公平性及び透明性の確保その他業務の運営に関する重要

事項

1.内部統制システムの構築に関する事項

目 業務上のリスクを未然に防ぎ、仮に発生 した場合にも迅速に対応し、

再発を防ぐことのできる厳格な内部統制の仕組みを構築したか。
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・ 内部監査機能の充実により、内部統制の有効性の検証・継続的改善を

図つたか。

口 平成 21年度は特に、コンプライアンス確保や リスク管理の必要性に

ついて、機構の役職員の意識の醸成に効果的な研修内容の検討・実施、

事務処理誤 りの内容を組織内で情報共有することの必要性についての役

職員への周知、文書の適切な管理・保管の徹底を実施 したか。

2.情報公開の推進に関する事項

① 年次報告書 (ア ニュアルレポート)の作成に向けた準備を行つたか。

② 年金記録問題への対応に関する業務の進捗状況等について、週次、

月次等定期的に情報提供を行つたか。

③ 不適正事案や事務処理誤りなどの報告の仕組みを整備するととも

に、必要に応じて調査し、迅速な情報公開を行う等、適切に対処した

か 。

④ 業務方法書等の諸規程、役職員に関する情報、事業計画、その他公

表が義務付けられている情報について、ホームページヘの掲載等によ

り適切に公表したか。

3.人事及び人材の育成に関する事項

① 中期計画に沿つた戦略的な人事政策を推進したか。

②  「お客様の立場に立ったサービス提供」「コス ト意識・無駄排除」「業

務改善」「現状把握・情報公開」「コミュニケーション能力の向上」と

いつた取組が適正に評価される人事評価制度を導入し、制度の趣旨に

ついて職員への徹底を図つたか。

③ 研修その他戦略的な人材の育成を推進するための準備を進めたか。

4.個人情報の保護に関する事項

① 職員に対して個人情報保護の重要性についての認識を徹底するた

め、全職員を対象とした効果的な研修の実施等を行つたか。

② 個人情報保護のため、生体情報認証による厳格なアクセス制御やア

クセス内容の監視等の取組を行つたか。

③ プライバシーマークの基準を踏まえつつ、事務室や窓口において、

徹底した個人情報のセキュリティー対策を講じたか。

V.予算、収支計画及び資金計画

経費の節減を見込んだ平成21年度計画の予算を作成し、当該予算によ

る運営を効率的に行うことができたか。
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② 個別的な評価は、以下の判定基準に基づく5段階評価とし、原則としてそ

の理由を付記するものとする。

判定基準

「S」 :平成 21年度計画を大幅に上回つている。

「A」 :平成21年度計画を上回つている。

「B」 :平成21年度計画を概ね達成している。

「C」 :平成 21年度計画をやや下回つている。

「D」 :平成21年度計画を下回つており、大幅な改善が必要。

③ 個別的な評価に当たつては、以下の点に留意する。

・ 業務実績の目標数値がある場合にはその達成度合、定性的な目標の場合

には具体的な業務実績を把握して評価するものとする。

・ 業務実績については、数量だけで判断するのではなく、その質について

も考慮するものとする。

・ 業務実績に影響を及ばした要因 (予期せぬ事情の変化等)についても考

慮するものとする。
口 業務実績と平成 21年度計画との間にかい離が生じた場合にはその発生

理由等を把握し、妥当性等について評価するものとする。

・ 予算計画等について業務ごとで計画と実績の差異がある場合にはその発

生理由等を把握し、妥当性等について評価するものとする。

・ 経年比較が可能な事項については、適宜その結果を参考にして評価する

ものとする。

・ 財務内容の評価に当たっては、機構の監事の監査報告書や会計監査人の

監査報告書を参考にするとともに、必要に応じて意見を聴くこととする。

(2)総合的な評価

総合的な評価は、(1)の個別的な評価の結果を踏まえ、機構の平成21年度

計画の達成状況について、まとめの評価を行うものである。
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